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 II   国立大学法人東北大学環境・安全委員会 

動物実験専門委員会内規 

 

 平成 17年 11月 16日 制 定               

（趣旨） 

第１条 この内規は、国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程（平成１６年規第７

号）第７条第２項の規定に基づき、国立大学法人東北大学環境・安全委員会動物実験

専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、審議し、併せて関係部局間

の連絡調整を図るとともに総長に報告又は助言する。 

一 動物実験計画及び教育研修計画に関すること。 

二 国立大学法人東北大学動物実験等に関する規程等の制定及び改廃に関すること。 

三 動物実験計画及び教育研修計画の実施状況及び結果に関すること。 

四 飼養保管施設及び実験室（以下「施設等」という。）の設置又は変更に関するこ

と。 

五 施設等の実験動物の飼養保管状況に関すること。 

六 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い及び関連法令等に関する教育訓練の内

容又は体制に関すること。 

七 動物実験実施者に対する動物実験等の適正な実施のための指導及び助言に関す

ること。 

八 動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価に関すること。 

九 動物実験等の実施に関する情報公開に関すること。 

十 その他動物実験等に関すること。 

２ 前項に掲げる事項のうち第二号に掲げる事項を除いては、動物実験センターと連携

して行う。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

一 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干人 

二 実験動物に関して優れた識見を有する者（第１号に掲げる者を除く。） 若干人 

三 その他学識経験を有する者 若干人 

２ 前項に規定する者のほか、委員会は、総長が指名する理事又は副学長が必要がある

と認める者若干人を、委員に加えることができる。 
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（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総長が指名する委員をもって、

副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（委嘱） 

第５条 委員は、総長の命を受けて国立大学法人東北大学環境安全委員会委員長が委嘱

する。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、任期の始期が４月１日でない者に係る任期は、当該始期

から１年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。 

 

（会議） 

第７条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

２ 議決は、出席した委員の過半数による。 

 

（専門部会） 

第８条 必要に応じ、第２条各号に掲げる委員会の所掌事項のうち一部を分掌させるた

め、委員会に、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、専門部員若干人をもって組織する。 

３ 専門部会に委員長を置き、専門部員の互選によって定める。 

４ 専門部会の委員長は、専門部会の会務を掌理する。 

 

（議事録等） 

第９条 委員長は、委員会開催に関する議事録等を作成し、それを保存しなければなら

ない。 

 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、研究推進部研究コンプライアンス推進室において処理する。 

 

（雑則） 

第１１条 この内規に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、
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委員会が定める。 

 

附 則 

この内規は、平成１７年１１月１６日から施行する。 

 

附 則（平成１９年６月２７日改正） 

この内規は、平成１９年９月３日から施行する。 

 

附 則（平成２０年４月１４日改正） 

この内規は、平成２０年４月１５日から施行する。 

 

附 則（平成２１年３月１７日改正） 

この内規は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２３年１月２４日改正） 

この内規は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年５月２１日改正） 

この内規は、平成２５年５月２１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月３１日改正） 

この内規は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年７月１３日改正） 

この内規は、令和２年７月１日から適用する。 

 

附 則（令和３年４月１９日改正） 

この内規は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和５年８月７日改正） 

この内規は、令和５年８月７日から適用する。  

 

 

 

 

 

 




